
 

令和２年度さぬき市教育委員会第６回定例会会議録 

１ 日  時 

 

令和２年９月２３日（水） 

開 会  午後 １時３０分 

閉 会  午後 ２時２１分 

２ 場  所 さぬき市前山活性化センター 体験交流室 

３ 出席状況 出席委員 教育長 安藤 正倫 

委員 德田 二三男 

瀬 強 

多田 俊 

西尾 由香 

欠席委員 得丸 慶子 

事務局 教育部長 中野 敏記 

教育総務課長 谷  訓昌 

学校教育課長 冨田 克美 

生涯学習課長 細川 史朗 

幼保こども園課長 多田 千稔 

人権推進課長 山田 謙二 

教育総務課課長補佐 高西 恵（会議録作成者） 

その他説明等のため出席した者 なし 

４ 会議に付した議案及び審議結果 

日 程 議案番号 件  名 審議結果 
公開 

状況 

日程第１  会期の決定について ― 公開 

日程第２  会議録署名委員の指名について ― 公開 

日程第３  
令和２年度さぬき市教育委員会第５回定例会

会議録の承認について 
原案承認 公開 

日程第４  教育長の報告 ― 公開 

日程第５ 報告第 25 号 
さぬき市立学校の学年主任の解任及び任命につ 

いて 
原案承認 公開 

日程第６ 報告第 26 号 
令和２年さぬき市議会第３回定例会に提案す 

る教育関係議案の意見について（財産の取得） 
原案承認 公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 安藤 正倫、瀬 強 

６ 特記事項 閉会後、おへんろ資料館の視察を行った。 

７ 会議内容 

開 会 

教育総務課長 ただ今から、令和２年度さぬき市教育委員会第６回定例会を開会します。開

会に当たり、多田委員に御挨拶をお願いします。 

委員 （挨拶） 

教育総務課長 それでは、以後の議事進行を教育長にお願いします。 



 

教育長 それでは、開会します。 

傍聴申請について、教育総務課長から報告してください。 

教育総務課長 傍聴申請はありません。 

教育長 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりです。 

この議事日程について、御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、議事日程については、お手元の議事日程表の

とおりとします。 

 

日程第１ 会期の決定について 

教育長 日程第１「会期の決定について」に入ります。 

本会議の会期は、本日１日限りとしたいと存じますが、これに御異議ありま

せんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本会議の会期は、本日１日限りとします。 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

教育長 日程第２「会議録署名委員の指名について」に移ります。 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第３項の規定に基づき、本会の会議録署

名委員に瀬委員を指名します。 

 

日程第３ 令和２年度さぬき市教育委員会第５回定例会会議録の承認について 

教育長 日程第３「令和２年度さぬき市教育委員会第５回定例会会議録の承認につい

て」を議題とします。会議録について、事務局から説明してください。 

教育総務課長 （会議録の説明） 

教育長 ただ今の説明について、御質問等がありましたら発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとお

り承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第４ 教育長の報告 

教育長 日程第４「教育長の報告」に移ります。教育長の報告について、事務局から

読み上げてください。 

教育部長 報告事項１ 教育施設の整備等に係る契約の締結について 

（教育施設の整備等に係る契約について報告した。） 

報告事項２ 会計年度任用職員の採用について 

（前回報告後の会計年度任用職員の採用について報告した。） 

報告事項３ 教育委員会業務報告 

（前回報告後の教育委員会主要業務について報告した。） 



 

報告事項４ その他 

 （請願・陳情・要望等の受理について報告した。） 

教育長 ただ今の報告について御質問等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 ９月１５日の「東讃統合校に関する懇談会」について、どのような話があっ

たのか、お聞かせください。 

教育長  地域からの意見聴取の場で、それぞれの委員が意見を述べました。 

県は３校の普通科と専門学科の商業、工業、農業科等を集めた１つの学校に

する方針で、統合した場合の１年生は、共通のいわゆる大学でいう一般教養を

１学期に入れ、その後順次分割して専門分野に入っていくことや、地域に根差

した活動を組み込んだコースをつくるという説明がありました。 

地域の方からは、統合しても３校を分校として残してほしい。今から１０年

くらいしたら子どもが減るというなら、その時に考えたらいいのではないかと

いう意見がありました。 

教育長 ほかにありませんか。 

御質問等がないようですので、次に移ります。 

 

日程第５ 報告第２５号 さぬき市立学校の学年主任の解任及び任命について 

教育長 日程第５、報告第２５号「さぬき市立学校の学年主任の解任及び任命につい

て」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

学校教育課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとお

り承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第６ 報告第２６号 令和２年さぬき市議会第３回定例会に提案する教育関係議案の意見に 

ついて（財産の取得） 

教育長 日程第６、報告第２６号「令和２年さぬき市議会第３回定例会に提案する教

育関係議案の意見について（財産の取得）」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

学校教育課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 タブレットの大きさはどのくらいですか。 

学校教育課長 約１１インチで、Ａ４版サイズより若干小さいくらいです。 

教育長 小さくて見えにくいことはありませんか。 

学校教育課長 児童生徒が活用するには、問題ないと考えています。 

委員 キーボードは付けないのですか。 

学校教育課長 国の補助基準では付けることが基本とされていますが、今回は付けていませ



 

ん。必要となった場合には、後からつけることにしています。キーボードの練

習については、既に導入しているパソコンでできると考えています。 

委員 オンライン授業を想定した形で使用するのですか。 

学校教育課長 オンライン授業については、今回のコロナように臨時休業等になった場合を

想定していますので、基本的には通常の授業で使用することになります。小学

校１、２年生の低学年でも使いやすいものがベターと考えています。 

 今回導入するタブレット端末に決定するに至った経緯は、各学校のＩＣＴ担

当や校長の意見を聞いた上で、小中学校の校長会長の意見も踏まえて、決定し

ています。 

委員 台数はどのくらいになりますか。 

学校教育課長 現在使用しているものが小中学校を合わせて４９０台あります。これに１２

月に導入する６２４台が今回と同じものを整備しており、今回２，１２８台整

備するので、合計３，２４２台になる予定です。 

今年度の５月１日現在の在籍数が３，１０９人ですから、差し引きして、約

１４０台が教員用ということになります。来年度になれば生徒数も減少するこ

とや、破損もでてきますので、過不足はありません。 

委員 壊れたら市費で直すのですか。 

学校教育課長 今まで購入したものについては、破損も修繕も含めた形でリース契約してい

ました。今回導入するものについては、備品購入費となりますので、破損した

場合は、別途修理費が必要となり、別だての予算で市費での修理を考えていま

す。 

委員 一斉に接続してもスムーズに動くのですか。 

学校教育課長 まもなく発注しますＬＡＮケーブルを引き替え、１ギガを１０ギガまで対応

できるようにします。 

オンライン授業となった場合、出る側の整備ができていません。来年度、契

約を一部組み替えて、若干でも早くするようにしているのですが、極端に言え

ば小中学校ともに全校生が一斉に動画をみるような場合は難しいと思います

が、１学年か２学年であれば、問題ないと思います。 

教育長 他に御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案の

とおり承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

資料説明 

教育長 ここで、資料説明を行います。補足説明がある場合は、担当課から説明して

ください。 

（１） 令和２年さぬき市議会第３回定例会における教育委員会関係質疑・答弁の概要について 

（２） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について 

（３） 区域外就学等について 

（４） 令和２年度第１回さぬき市文化財保護審議会の会議結果について 



 

 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第２項の規定に基づき、署名します。 

 

令和２年  月  日 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 

（５） 令和２年度第 1 回さぬき市学校支援ボランティア運営委員会の会議結果について 

（６） 令和２年度第 1 回さぬき市放課後子どもプラン運営委員会の会議結果について 

 

○ 次回教育委員会定例会等の日程について 

 定例会を令和２年１０月２７日（火）午後１時３０分開会で決定した。 

 

閉  会 

教育長 以上で令和２年度さぬき市教育委員会第６回定例会を終わります。 


